
令和２年度 生活衛生・食品安全関係概算要求の概要 
令 和 元 年 ８ 月 

厚生労働省医薬・生活衛生局（生活衛生・食品安全部門） 

 

 
 
１．食の安全・安心の確保など    

１５８億円（１４７億円） 
※他省及び他局計上分を含む 

 
（１）残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進【一部新規】【一部推進枠】 

１６億円（１３億円） 
 

残留農薬・食品添加物等の規格基準の策定を計画的に進める。特に、欧米等の基準

との整合性を考慮し、ポジティブリスト制度（※）を導入する食品用器具・容器包装

の安全性の確認及び規格基準の策定を推進する。 

 

※ ポジティブリスト制度：原則使用を禁止した上で、使用を認める物質をリスト化するもの 

 

 

（２）HACCP の制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等【一部新規】【一部推進枠】 

６７８百万円（６０５百万円） 
 

改正食品衛生法により、全ての食品等事業者に対し HACCP（※）に沿った衛生管

理が制度化されるため、業種別手引書等による HACCP 導入支援及び相談支援を行う。 

また、食品等事業者による営業許可申請等の行政手続コストの削減、食品リコール

情報の一元管理等の観点から、引き続き電子申請等の共通基盤システム整備を進める。 

 

※ HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）：食品の製造・加工工程で発生

するおそれのある微生物汚染等の危害をあらかじめ分析し、特に重要な対策のポイントを重要

管理点として定めた上で、これを連続的に監視することにより製品の安全を確保する衛生管理

の手法 
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（３）検疫所における水際対策等の推進     １１９億円（１１６億円） 

 

① 観光立国推進に対応した検疫機能の強化【一部新規】【一部推進枠】 

１１９億円の内数（１１６億円の内数） 
 

「観光立国推進計画」及び「明日の日本を支える観光ビジョン」（訪日外国人旅行

者を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人とするなどの目標）や 2020

年東京オリンピック・パラリンピックの開催を踏まえ、国際的に脅威となる感染症の

水際対策に必要な検疫機能の強化を図るため、人員の確保や多言語翻訳タブレット等

の体制整備を行う。 

 

② 輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化 

１１９億円の内数（１１６億円の内数） 
 

経済連携協定の進展等に伴い、今後も海外からの輸入食品の増加が見込まれること

を踏まえ、食の安全・安心を守るため、輸入食品監視指導計画に基づき、輸入食品の

適切な監視指導を徹底するための体制強化を図る。 

 

 

（４）食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等  

１７億円（１２億円） 
 

① 食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 

９百万円（９百万円） 
 

食品安全に対する消費者の意識の高まりなどに対応するため、食品安全基本法や食

品衛生法に基づき、消費者等への積極的な情報提供や双方向の意見交換を行う。 

 

② 食品の安全の確保に資する研究の推進【一部推進枠】   １２億円（７．９億円） 
 

国民の健康へ直接的に影響を及ぼす食品の安全に関して、食品衛生法の改正、食品

の輸出入の拡大、新たな食品生産・加工技術の進展等を背景として、科学的根拠に基

づいて適切に施策を推進するために必要な研究を行う。 

 

③ カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施   ４２７百万円（４２７百万円） 
 

カネミ油症患者に対する総合的な支援施策の一環として、ダイオキシン類を直接経

口摂取したことによる健康被害という特殊性を踏まえ、患者の健康実態調査を実施し、

健康調査支援金の支給等を行う。また、健康実態調査等の支援施策を円滑に実施する

ため、患者情報の管理及び記録を標準化する基盤整備を進める。 
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（５）食品衛生法改正事項の円滑な実施【一部新規】【一部推進枠】（再掲） 

７４９百万円（６６３百万円） 

※他省計上分を含む 
 

HACCP に沿った衛生管理の推進、営業許可制度の見直し、食品用器具・容器包装

のポジティブリスト化などの食品衛生法改正事項を円滑に実施する。 

 

（６）農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応【一部新規】【一部推進枠】（再掲）  

３３９百万円（２６百万円） 

※他局計上分を含む 
 

「農林水産物・食品の輸出拡大のための輸入国規制への対応等に関する関係閣僚会

議」において取りまとめられた「工程表」を着実に実施するとともに、令和２年度に

新たに設置される予定の政府の司令塔組織による総合調整のもとで輸入規制への対応

を戦略的に進める。 

 

２．強靱・安全・持続可能な水道の構築【一部推進枠】 
６５０億円（３９１億円） 

※他府省計上分を含む 

※臨時・特別の措置分を除く 
 

国民生活を支えるライフラインである水道について、水道施設の強靱化・広域化、

安全で良質な給水を確保するための施設整備、水道事業の IoT 活用等を進める。 

 

  臨時・特別の措置（注）                
    重要インフラの緊急点検を踏まえ、頻発する災害に備えるための非常用自家発電

設備の整備、土砂災害・浸水災害の対策工事や基幹となる浄水場や管路の耐震化に
必要な経費について、財政支援を行う。 

   
（注）「令和２年度予算の概算要求に当たっての基本的な方針について」（令和元年７月閣議了

解）では、「消費税率引上げの需要変動に対する影響の程度や最新の経済状況等を踏まえ、

適切な規模の「臨時・特別の措置」を講ずる。その具体的な内容については、予算編成過程

において検討する。」とされている。 

 

３．生活衛生関係営業の活性化や振興など【一部推進枠】 
５３億円（５０億円） 

 
生活衛生関係営業における生産性向上を推進するため、生産性向上ガイドライン・

マニュアルの更なる普及・定着とそれを活用した個別相談等や、最低賃金の引上げの

影響が大きい生活衛生関係営業者に対する収益力向上等に関するセミナーを実施する

とともに、業の振興や発展を図るための組織基盤の強化を通じた衛生水準の確保・向

上、相談支援体制の強化等を行う。 
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４．復興関連施策（復興庁計上）  
 

・食品中の放射性物質対策の推進      ９８百万円（１９８百万円） 
 

食品中の放射性物質の安全対策を推進するため、食品中の放射性物質の摂取量等の

調査や流通段階での買上調査を実施するなどの取組を行う。 

 

 

・水道施設の災害復旧に対する支援        ８１億円（９０億円） 
 

東日本大震災で被災した水道施設のうち、各自治体の復興計画で、令和２年度に実

施する施設の復旧に必要な経費について、財政支援を行う。 

 

 

・被災した生活衛生関係営業者への支援   ４２３百万円（３２９百万円） 
 

株式会社日本政策金融公庫が東日本大震災復興特別貸付等の融資を行うために必要

な財政支援を行う。 
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（単位：百万円）

令和元年度 令 和 ２ 年 度 対 前 年 度 対 前 年 度

事　　　　　　　　項 当初予算額 概算要求額 増 △ 減 額 比 率

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（A） （Ｂ）／（A）

< 1,343 > < 1,565 > < 222 > 116.5%

1,343 1,565 222 116.5%

< 1,028 > < 1,084 > < 56 > 105.4%

1,028 1,084 56 105.4%

< 230 > < 362 > < 132 > 157.4%

230 362 132 157.4%

< 40 > < 40 > < 0 > 100.0%

40 40 0 100.0%

< 46 > < 79 > < 33 > 171.7%

46 79 33 171.7%

< 605 > < 678 > < 73 > 112.1%

582 472 △ 110 81.1%

< 151 > < 230 > < 79 > 152.3%

138 220 82 159.4%

< 454 > < 448 > < △ 6 > 98.7%

444 252 △ 192 56.8%

< 11,559 > < 11,863 > < 304 > 102.6%

11,559 11,863 304 102.6%

< 11,559 > < 11,863 > < 304 > 102.6%

11,559 11,863 304 102.6%

< 11,559 > < 11,863 > < 304 > 102.6%

11,559 11,863 304 102.6%

< 1,223 > < 1,661 > < 438 > 135.8%

436 436 0 100.0%

< 9 > < 9 > < 0 > 100.0%

9 9 0 100.0%

< 787 > < 1,225 > < 438 > 155.7%

0 0 0 －

< 427 > < 427 > < 0 > 100.0%

427 427 0 100.0%

< 663 > < 749 > < 86 > 113.0%

663 749 86 113.0%

< 26 > < 339 > < 313 > 1303.8%

26 137 111 526.9%

< 14,730 > < 15,767 > < 1,037 > 107.0%

［ 7,633 ］ ［ 8,162 ］ ［ 529 ］ 106.9%

13,920 14,336 416 103.0%

＜東日本大震災復興特別会計＞ （単位：百万円）

食品中の放射性物質対策の推進 198 98 △ 100 49.5%

注　①．計数は、それぞれ四捨五入しているので、端数において合計と一致しない場合がある。

　　②．上段＜　　＞は他省及び他局計上分を含む。

　（２）食品用容器包装などの安全確保対策の推進

令和２年度　生活衛生・食品安全関係概算要求総括表
１．食の安全・安心の確保など

１　残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進

　（１）残留農薬・食品添加物等の規格基準策定の推進

４　食品安全に関するリスクコミュニケーションの実施等

　（３）食品汚染物質に係る安全確保対策の推進

　（４）健康食品の安全確保対策の推進

２　HACCPの制度化などによる的確な監視・指導対策の推進等

　（１）食中毒その他国内の監視指導対策の徹底

　（２）輸出促進も視野に入れた事業者の衛生管理対策の推進

３　検疫所における水際対策等の推進

　（１）観光立国推進に対応した検疫機能の強化

　（２）輸入食品の適切な監視指導を徹底するための体制強化

合計（一般会計）

　　③．３には検疫所の人件費を含んでおり、合計欄の［　　　］は検疫所の人件費分。

　（１）食品に関する情報提供や意見交換（リスクコミュニケーション）の
　（１）推進

　（２）食品の安全の確保に資する研究の推進

　（３）カネミ油症患者に対する健康実態調査等の実施

５　食品衛生法改正事項の円滑な実施（再掲）

６　農林水産物・食品の輸出拡大に向けた対応（再掲）
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（単位：百万円）

<  39,593> <  65,482>

30,072 54,946 24,874 182.7%

<  39,496> <  65,385>

１．施設整備費等（※） 29,975 54,849 24,874 183.0% 　※令和元年度当初予算額については臨時・特別の措置分を除く

<  17,749> <  22,144>

　（１）水道施設整備費補助 8,231 11,611 3,380 141.1%

<  53> <  53>

　（２）指導監督事務費 50 50 0 100.0% ・指導監督事務費

　（３）補助率差額 1 1 0 100.0% ・北方領土隣接地域振興等事業補助率差額

　（４）災害復旧費（東日本大震災を除く） 356 356 0 100.0% ・水道施設災害復旧事業

　（５）調査費 33 33 0 100.0% ・水道施設整備事業調査費等

　（６）生活基盤施設耐震化等交付金 21,304 42,798 21,494 200.9% ・生活基盤施設耐震化等交付金

２．水道安全対策等 97 97 0 100.0% １．水道水源水質対策の推進 9

２．新水道ビジョンの推進 43

水道インフラシステム輸出拡大推進事業 18

水道水質管理向上対策費 4

官民連携等基盤強化支援事業費 10

水道の基盤強化方策推進費 5

水道施設強靱化推進事業 6

３．水質管理等強化の推進 14

　

４．給水装置対策の推進 16

　 ５．災害時の初動対応の強化 3

６．その他（国際分担金など） 12

（※）上段<    >は他省庁計上分を含む。

（単位：百万円）

水道施設の災害復旧に対する支援 8,996 8,099 △ 897 90.0% 　復興庁一括計上

・水道施設災害復旧事業 8,099

対前年度
比　　　率

備　　　　　　考

強靱・安全・持続可能な水道の構築

＜東日本大震災復興特別会計＞

事　　　　　項
令和元年度
当初予算額

令和２年度
概算要求額

対前年度
増△減額

２．強靱・安全・持続可能な水道の構築

事　　　　　項
令和元年度
当初予算額

令和２年度
概算要求額

対前年度
増△減額

対前年度
比　　　率

備　　　　　　考
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（単位：百万円）

令 和 元 年 度 令 和 ２ 年 度 対 前 年 度 対 前 年 度

事　　　　　　　　項 当 初 予 算 額 概 算 要 求 額 増 △ 減 額 比 率 備　　　　　　　　考

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ）－（A） （Ｂ）／（A）

生活衛生関係営業の活性化や振興など 4,964 5,299 335 106.7%

１　生活衛生金融対策費 3,634 3,830 196 105.4% 株式会社日本政策金融公庫補給金

〔貸付計画額： 1,150億円〕

２　生活衛生関係営業行政経費 1,328 1,467 139 110.5%

　（１）　生活衛生等関係費 155 275 120 177.4%

　　ア　生活衛生関係営業振興等対策費 148 228 80 154.1%
生活衛生関係営業における生産性向上
推進事業204百万円

　　イ　建築物環境衛生管理対策費 7 47 40 671.4%
ビルクリーニング分野における外国人材受
入関係予算　40百万円

　（２）　生活衛生営業対策費 1,173 1,192 19 101.6%

　　ア　生活衛生関係営業対策事業費
　　　　 補助金

1,155 1,167 12 101.0%
生活衛生関係営業収益力向上事業
96百万円

　　　（全国指導センター、都道府県、
　　　　連合会・組合）

　　イ　ビルクリーニング業における外国
　　　　人材確保事業

18 15 -3 83.3%

　　ウ　ビルクリーニング分野技能習得支援
　　　　事業費補助金

0 9 9 -

３　医師等国家試験費 1 1 0 100.0%

　（１）　建築物環境衛生管理技術者
　　　 　国家試験費

1 1 0 100.0%

＜東日本大震災復興特別会計＞ （単位：百万円）

被災した生活衛生関係営業者への支援 329 423 94 128.6%

　（復興庁計上）

　　株式会社日本政策金融公庫出資金 329 423 94 128.6%

３．生活衛生関係営業の活性化や振興など
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